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放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を

定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日

告
示
百
五
十
四
号
）

（
施
行
日

平
成
十
九
年
一
月
一
日
）

○
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定

め
る
告
示

（
平
成
二
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
七
号
）

改

正

後

改

正

前

（
削
る
）

（
事
業
所
等
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
適
用
さ
れ
な

い
放
射
性
同
位
元
素
等
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
）

第
二
条

規
則
十
八
条
の
三
第
一
項
に
定
め
る
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
は
、

七
十
四
ベ
ク
レ
ル
毎
グ
ラ
ム
と
す
る
。

（
Ｌ
型
輸
送
物
と
し
て
運
搬
で
き
る
放
射
性
同
位
元
素
等
）

（
Ｌ
型
輸
送
物
と
し
て
運
搬
で
き
る
放
射
性
同
位
元
素
等
）

第
二
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

一

放
射
性
同
位
元
素
等
で
あ
つ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応

一

放
射
性
同
位
元
素
等
で
あ
つ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
量
を
超
え
な
い
放
射
能
を
有
す
る

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
量
を
超
え
な
い
放
射
能
を
有
す
る

も
の

も
の

放
射
性
同
位
元
素
等
の
区
分

放
射
能
の
量

放
射
性
同
位
元
素
等
の
区
分

放
射
能
の
量

容
易
に
散
逸
し
な
い
固
体
状
の
放
射

（
略
）

容
易
に
散
逸
し
な
い
固
体
状
の
放
射

（
略
）

性
同
位
元
素
等
又
は
放
射
性
同
位
元

性
物
質
等
又
は
放
射
性
同
位
元
素
等
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素
等
を
密
封
し
た
カ
プ
セ
ル
（
以
下

を
密
封
し
た
カ
プ
セ
ル
で
あ
つ
て
、

体

「
カ
プ
セ
ル
等
」
と
い
う
。
）
で
あ

体

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も

つ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す

の
（
以
下
「
特
別
形
放
射
性
同
位
元

る
も
の
（
以
下
「
特
別
形
放
射
性
同

素
等
」
と
い
う
。
）

位
元
素
等
」
と
い
う
。
）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

別
記
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

ロ

別
記
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
衝
撃
試
験
及
び
打
撃
試
験

よ
り
、
衝
撃
試
験
及
び
打
撃
試
験

（
長
さ
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

（
長
さ
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

上
で
あ
り
、
か
つ
、
長
さ
の
幅
に

上
で
あ
り
、
か
つ
、
長
さ
の
幅
に

対
す
る
比
率
が
十
以
上
で
あ
る
放

対
す
る
比
率
が
十
以
上
で
あ
る
放

射
性
同
位
元
素
等
に
あ
つ
て
は
、

射
性
同
位
元
素
等
に
あ
つ
て
は
、

衝
撃
試
験
、
打
撃
試
験
及
び
曲
げ

衝
撃
試
験
、
打
撃
試
験
及
び
曲
げ

試
験
）
を
行
つ
た
場
合
に
損
壊
せ

試
験
）
を
行
つ
た
場
合
に
損
壊
せ

ず
、
加
熱
試
験
を
行
つ
た
場
合
に

ず
、
加
熱
試
験
を
行
つ
た
場
合
に

溶
融
又
は
分
散
せ
ず
、
並
び
に
浸

溶
融
又
は
分
散
せ
ず
、
並
び
に
浸

固

漬
試
験
を
行
つ
た
場
合
に
水
中
へ

固

漬
試
験
を
行
つ
た
場
合
に
水
中
へ

の
放
射
性
同
位
元
素
の
漏
え
い
量

の
放
射
性
同
位
元
素
の
漏
え
い
量

が
、
二
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
を
超
え
な

が
、
二
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
を
超
え
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

衝
撃
試
験
及
び
打
撃
試
験
に
あ
つ

衝
撃
試
験
及
び
打
撃
試
験
に
あ
つ

て
は
重
量
が
二
百
グ
ラ
ム
未
満
の

て
は
重
量
が
二
百
グ
ラ
ム
未
満
で

カ
プ
セ
ル
等
に
つ
い
て
は
文
部
科

あ
つ
て
文
部
科
学
大
臣
が
認
め
る
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学
大
臣
が
認
め
る
試
験
、
二
百
グ

基
準
に
よ
る
場
合
、
加
熱
試
験
に

ラ
ム
以
上
五
百
グ
ラ
ム
未
満
の
カ

あ
つ
て
は
文
部
科
学
大
臣
が
認
め

プ
セ
ル
等
に
つ
い
て
は
文
部
科
学

る
基
準
に
よ
る
場
合
は
、
こ
の
限

大
臣
が
認
め
る
試
験
、
加
熱
試
験

り
で
は
な
い
。

に
あ
つ
て
は
文
部
科
学
大
臣
が
認

め
る
試
験
に
代
え
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
略
）

(

略
）

（
略
）

(

略
）

液
体
・
気
体

（
略
）

(
略
）

液
体
・
気
体

(

略
）

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
当
該
機
器
等
の
表
面

ロ

収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
当
該
機
器
等
の
表
面

か
ら
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

か
ら
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

線
量
当
量
率
の
最
大
値
が
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い

線
量
当
量
率
が
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

こ
と
。

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

イ

密
度
が
第
七
条
に
規
定
す
る
密
度
の
百
倍
を
超
え
な
い
こ
と
。

イ

密
度
が
第
八
条
に
規
定
す
る
密
度
の
百
倍
を
超
え
な
い
こ
と
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）
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第
三
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

（
低
比
放
射
性
同
位
元
素
及
び
表
面
汚
染
物
）

（
低
比
放
射
性
同
位
元
素
及
び
表
面
汚
染
物
）

第
四
条

規
則
第
十
八
条
の
三
第
二
項
の
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
低
比
放
射

第
五
条

規
則
第
十
八
条
の
三
第
二
項
の
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
低
比
放
射

性
同
位
元
素
は
、
次
に
掲
げ
る
各
号
の
一
に
該
当
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等

性
同
位
元
素
は
、
次
に
掲
げ
る
各
号
の
一
に
該
当
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等

で
あ
つ
て
、
容
器
に
収
納
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
当
該
放
射
性
同
位
元

で
あ
つ
て
、
容
器
に
収
納
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
当
該
放
射
性
同
位
元

素
等
の
表
面
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

素
等
の
表
面
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

線
量
当
量
率
の
最
大
値
が
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
も
の
と
す

線
量
当
量
率
が
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ

る
。
た
だ
し
、
容
器
に
よ
る
し
ゃ
へ
い
の
効
果
は
考
慮
し
な
い
こ
と
と
す

し
、
容
器
に
よ
る
し
ゃ
へ
い
の
効
果
は
考
慮
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

る
。

一

次
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
等
（
以
下
「
Ｌ
Ｓ
Ａ
‐
Ⅰ
」
と
い

一

値
に
制
限
が
な
い
放
射
性
同
位
元
素
等
（
以
下
「
Ｌ
Ｓ
Ａ
‐
Ⅰ
」
と

2Ａ

う
。
）

い
う
。
）

イ

値
に
制
限
が
な
い
も
の

2Ａ放
射
性
同
位
元
素
等
が
全
体
に
分
布
し
て
お
り
、
か
つ
、
平
均
放
射
能

ロ
濃
度
（
放
射
性
同
位
元
素
等
の
全
体
に
つ
い
て
平
均
し
た
放
射
能
濃
度
を

、
船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が

の
細
目
等
を
定
め
る
告
示
（
昭
和
五
十
二
年
運
輸
省
告
示
第
五
百
八
十

五
号
）
第
一
条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
免
除
濃
度
の
三
十
倍
を
超
え

な
い
も
の

二

(

略
）

二

（
略
）

イ

(

略
）

イ

(
略
）

ロ

次
の
表
の
上
欄
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
適

ロ

次
の
表
の
上
欄
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
適
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合
す
る
も
の

合
す
る
も
の

放
射
性
同
位
元
素
等
の
区
分

要
件

放
射
性
同
位
元
素
等
の
区
分

要
件

可
燃
性
の
も
の

放
射
能
の
量
が

値
の
百
倍
を
超

可
燃
性
の
も
の

放
射
能
の
量
が

値
の
百
倍
を
超
え
ず

2Ａ

2Ａ

体

え
ず
、
か
つ
、
平
均
放
射
能
濃
度

体

、
か
つ
、
当
該
放
射
性
同
位
元
素
等
の

が
、
一
グ
ラ
ム
当
た
り

値
の
一

全
体
に
つ
い
て
平
均
し
た
放
射
能
濃
度

2Ａ

万
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と

（
以
下
「
平
均
放
射
能
濃
度
」
と
い

固

固

う
。
）
が
、
一
グ
ラ
ム
当
た
り

値
の

2Ａ

一
万
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

体

（
略
）

（
略
）

体

（
略
）

（
略
）

液

（
略
）

（
略
）

液

（
略
）

（
略
）

気
体

（
略
）

気
体

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）
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２

規
則
第
十
八
条
の
三
第
二
項
の
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
表
面
汚
染
物
は

２

規
則
第
十
八
条
の
三
第
二
項
の
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
表
面
汚
染
物
は

、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
つ
て
表
面
が
汚
染
さ
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
項

、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
つ
て
表
面
が
汚
染
さ
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
汚
染
物
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
各
号
の
一
に

に
お
い
て
「
汚
染
物
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
各
号
の
一
に

該
当
す
る
も
の
の
う
ち
、
放
射
能
の
量
が

値
の
百
倍
を
超
え
ず
、
か
つ
、

該
当
す
る
も
の
の
う
ち
、
放
射
能
の
量
が

値
の
百
倍
を
超
え
ず
、
か
つ
、

2Ａ

2Ａ

容
器
に
収
納
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
当
該
汚
染
物
の
表
面
か
ら
三
メ
ー

容
器
に
収
納
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
当
該
汚
染
物
の
表
面
か
ら
三
メ
ー

ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
の
最
大
値
が

ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
が
十
ミ
リ
シ

十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
容
器
に
よ

ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
容
器
に
よ
る
し
ゃ
へ

る
し
ゃ
へ
い
の
効
果
は
考
慮
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

い
の
効
果
は
考
慮
し
な
い
こ
と
と
す
る

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

第
五
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

（
表
示
を
要
し
な
い
Ｌ
型
輸
送
物
）

（
表
示
を
要
し
な
い
Ｌ
型
輸
送
物
）

第
六
条

規
則
第
十
八
条
の
四
第
六
号
の
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
場
合
は
、

第
七
条

規
則
第
十
八
条
の
四
第
六
号
の
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
場
合
は
、

第
二
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
定
め
る
放
射
性
同
位
元
素
等
を
運
搬
す
る
場

第
三
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
定
め
る
放
射
性
同
位
元
素
等
を
運
搬
す
る
場

合
と
す
る
。

合
と
す
る
。

第
七
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

（
表
面
又
は
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー

（
表
面
又
は
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
線
量
当
量
率
の
最
大
値
に
係
る
承
認
の
申
請
書
）

ト
ル
線
量
当
量
率
に
係
る
承
認
の
申
請
書
）

第
八
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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三

規
則
第
十
八
条
の
五
第
七
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
に

三

規
則
第
十
八
条
の
五
第
七
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
に

あ
つ
て
は
放
射
性
輸
送
物
の
表
面
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当

あ
つ
て
は
放
射
性
輸
送
物
の
表
面
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当

量
率
の
最
大
値
、
同
条
第
八
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
申
請
に

量
率
、
同
条
第
八
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
申
請
に
あ
つ
て
は

あ
つ
て
は
放
射
性
輸
送
物
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け

放
射
性
輸
送
物
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
一
セ
ン

る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
の
最
大
値

チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

（
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
の
最
大
値
に
乗
ず
る
係
数
）

（
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
に
乗
ず
る
係
数
）

第
九
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条
～
第
十
五
条

（
略
）

第
十
一
条
～
第
十
五
条
の
二

（
略
）

（
特
別
措
置
に
係
る
承
認
の
申
請
書
）

（
特
別
措
置
に
係
る
承
認
の
申
請
書
）

第
二
十
一
条

（
略
）

第
二
十
一
条

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

運
搬
す
る
物
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け

三

運
搬
す
る
物
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け

る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
の
最
大
値

る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

（
運
搬
物
の
個
数
の
制
限
）

（
運
搬
物
の
個
数
の
制
限
）

第
二
十
三
条

規
則
第
十
八
条
の
十
三
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
二
以
上
の
運

第
二
十
三
条

規
則
第
十
八
条
の
十
三
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
二
以
上
の
運

搬
物
を
一
の
運
搬
機
器
に
積
載
し
、
又
は
収
納
し
て
運
搬
す
る
場
合
は
、
当

搬
物
を
一
の
運
搬
機
器
に
積
載
し
、
又
は
収
納
し
て
運
搬
す
る
場
合
は
、
当

該
運
搬
機
器
に
積
載
し
、
若
し
く
は
収
納
す
る
運
搬
物
の
そ
れ
ぞ
れ
の
輸
送

該
運
搬
機
器
に
積
載
し
、
若
し
く
は
収
納
す
る
運
搬
物
の
そ
れ
ぞ
れ
の
輸
送
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指
数
（
運
搬
物
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
一
セ
ン
チ

指
数
（
運
搬
物
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
一
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
の
最
大
値
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た

メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
の
最
大

値
の
百
倍
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
合
計
し
た
値
又
は
当
該
運
搬
機
器
に

値
の
百
倍
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
合
計
し
た
値
又
は
当
該
運
搬
機
器
に

積
載
し
、
若
し
く
は
収
納
す
る
二
以
上
の
運
搬
物
の
集
合
を
直
接
測
定
し
て

積
載
し
、
若
し
く
は
収
納
す
る
二
以
上
の
運
搬
物
の
集
合
を
直
接
測
定
し
て

求
め
た
輸
送
指
数
が
五
十
以
下
と
な
る
よ
う
当
該
積
載
し
、
又
は
収
納
す
る

求
め
た
輸
送
指
数
が
五
十
以
下
と
な
る
よ
う
当
該
積
載
し
、
又
は
収
納
す
る

運
搬
物
の
個
数
を
制
限
す
る
も
の
と
す
る
。

運
搬
物
の
個
数
を
制
限
す
る
も
の
と
す
る
。

（
標
識
又
は
表
示
）

（
標
識
又
は
表
示
）

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

放
射
性
輸
送
物
の
区
分

標

識

箇

所

放
射
性
輸
送
物
の
区
分

標

識

箇

所

一

表
面
に
お
け
る
一

一

表
面
に
お
け
る
一
セ

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線

ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当

量
当
量
率
の
最
大
値

（
略
）

（
略
）

量
率
が
五
マ
イ
ク
ロ
シ

（
略
）

（
略
）

が
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー

ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え

ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え

な
い
も
の

な
い
も
の

二

表
面
に
お
け
る
一

二

表
面
に
お
け
る
一
セ

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線

ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当

量
当
量
率
の
最
大
値

量
率
が
五
マ
イ
ク
ロ
シ
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が
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー

ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え

ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え

五
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ

五
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー

（
略
）

（
略
）

ル
ト
毎
時
以
下
で
あ
り

（
略
）

（
略
）

ベ
ル
ト
毎
時
以
下
で

、
か
つ
、
輸
送
指
数
が

あ
り
、
か
つ
、
輸
送

一
を
超
え
な
い
も
の

指
数
が
一
を
超
え
な

い
も
の（

略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
設
計
承
認
の
申
請
等
）

第
二
十
五
条

規
則
第
十
八
条
の
十
七
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

（
新
設
）

す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
（
既
に
同
項
の
適
用
を
受
け
た
設
計
の
変
更
を

行
う
場
合
は
別
記
様
式
第
二
）
に
よ
る
申
請
書
に
、
同
条
第
二
項
第
二
号
の

書
類
を
添
え
て
、
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

文
部
科
学
大
臣
は
、
規
則
第
十
八
条
の
十
七
第
四
項
の
規
定
を
適
用
し
た

と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
放
射
性
輸
送
物
設
計
承
認

書
を
交
付
す
る
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二

容
器
の
名
称
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三

設
計
承
認
番
号

四

放
射
性
輸
送
物
の
種
類

五

放
射
性
輸
送
物
の
外
形
寸
法
、
重
量
そ
の
他
の
仕
様

六

収
納
物
の
密
封
性
に
関
す
る
事
項

七

Ｂ
Ｍ
型
輸
送
物
に
あ
つ
て
は
、
Ｂ
Ｕ
型
輸
送
物
の
設
計
基
準
の
う
ち
適

合
し
な
い
基
準

八

容
器
の
保
守
及
び
放
射
性
輸
送
物
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

九

放
射
性
輸
送
物
設
計
承
認
書
の
有
効
期
間

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
放
射
性
輸
送
物
設
計
承
認
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は

、
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
設
計
の
変
更
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
、
有
効
期
間

の
更
新
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三
に
よ
る
放
射
性

輸
送
物
設
計
承
認
有
効
期
間
更
新
申
請
書
を
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
三
項
の
更
新
を
受
け
た
者
は
、
遅
滞
な
く
放
射
性
輸
送
物
設
計
承
認
書

を
提
出
し
、
そ
の
書
換
え
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
放
射
性
輸
送
物
設
計
承
認
書
の
交
付
を
受
け
た

者
は
、
同
項
第

号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
変
更
の
日
か

一

ら
三
十
日
以
内
に
、
別
記
様
式
第
四
に
よ
る
届
書
に
当
該
放
射
性
輸
送
物

設
計
承
認
書
を
添
え
て
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
、
そ
の

を
受
け

書
換
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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７

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
放
射
性
輸
送
物
設
計
承
認
書
の
交
付
を
受
け
た

者
は
、
承
認
を
受
け
た
放
射
性
輸
送
物
の
設
計
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
廃

止
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
別
記
様
式
第
五
に
よ
る
届
書
に
当
該
放
射
性

輸
送
物
設
計
承
認
書
を
添
え
て
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。




